
第３次佐賀県歯科保健計画
～ヘルシースマイル佐賀21～の推進について

佐賀県健康福祉政策課 健康づくり・歯科保健担当
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資料２

佐賀県健康プラン推進審議会
令和８年２月９日（月）

佐賀県歯科保健計画の概要

【位置づけ】

「歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95号）」第13条第1項及び「佐賀県

笑顔とお口の健康づくり推進条例（平成22年佐賀県条例第27号）」第10条に基づき、佐賀県

歯科保健計画「ヘルシースマイル佐賀２１」として定める。

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項（抜粋）

※ 「歯科口腔保健の推進に関する法律」第１２条第１項に基本的事項の策定について定められている

第三 都道府県及び市町村の歯科口腔保健の基本的事項の策定に関する事項

一 歯科口腔保健推進に関する目標・計画の設定及び評価

都道府県は、歯科口腔保健の推進に関する法律等に基づき講ぜられる歯科口腔保健の推進に関する施策について、市町

村等の関係機関・関係者との円滑な連携の下に、それらの総合的な実施のための方針、目標・計画その他の基本的事項を

定めるよう努めなければならない。

また、都道府県および市町村は、歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たり、第二に掲げた国が国民の歯科口腔保健に

ついて設定する目標・計画等を勘案しつつ、地域の状況に応じて、独自に到達すべき目標・計画等を設定する。

⇒県のプラン策定には国の計画の期間、指標、目標値の設定等を考慮する

【第3次佐賀県歯科保健計画期間】

2024年度（令和6年度）から2035年度（令和17年度）までの12か年間

（中間評価及び必要に応じて見直しを行う）
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第３次佐賀県歯科保健計画期間

・ベースライン値は
従来通り、計画開始
前の数値

・県民歯科疾患実態
調査は、（国）の歯
科疾患実態調査と
同一年度に患者
調査（R4年度と統
一）で行う。

・（国）歯科疾患実態
調査の数値は、参考
値として活用。

第３次佐賀県歯科保健計画スケジュール
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第3次佐賀県歯科保健計画の全体像

44
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第3次佐賀県歯科保健計画の概要
１ .笑顔とお口の健康づくりに関する全体目標

２ .12 年後を見据えた目指す姿

３ .基本的な方針

5

県民が、自ら歯・口腔の健康保持増進に努めるとともに、住み慣
れた地域において生涯にわたり必要な歯科保健医療サービスを
受けることができる環境が整備されることを目指します。

県民一人ひとりが「かかりつけ歯科医」を持ち、定期的な健康管理を受け
ながら全身の健康と口腔の健康の関連を理解して積極的にセルフケアを

実践し、予防を中心とした歯科保健医療が進んでいます。
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【参考：令和6年フッ化物洗口県内施設実施率】
保育所：83.05％ 幼稚園：47.50％ 認定こども園：74.16％
小学校：100％ 中学校：81.61％ 特別支援学校：100％

（1）歯・口腔に関する健康格差の縮小

歯科疾患予防事業
フッ化物洗口の意義、実施方法等について
「YouTube」動画の配信の周知
①佐賀県の歯科保健の現状について（時間10分）
②フッ化物洗口はなぜ必要か？（時間：24分）
③フッ化物洗口の実際（時間：18分）
④フッ化物洗口の実技指導（時間：3分）

【基本的な方針に基づく事業内容】

保育所・認定こども園・幼稚園等に対するフッ化物洗口推奨
チラシを、県内保健福祉事務所や市町へ約7,400枚配布予定

社会における地域格差や経済格差による歯・口腔に関する健康格差の縮小を目指し、地域単位、社
会単位等の状況の把握に努めるとともに、集団を対象としたポピュレーションアプローチを主体に取り
組みつつ、ハイリスクアプローチを組み合わせて、適切かつ効果的に歯科口腔保健施策を行います。
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むし歯、歯周病等の歯科疾患の予防については、それぞれのライフコースアプロ ーチを踏まえた歯科口腔保健
施策を推進することとし、生涯を通じた歯科疾患の予防・重症化予防に取り組みます。
また、むし歯、歯周病等の歯科疾患は歯の喪失の主な原因であり、全身の健康にも広く影響するため、広く県民

に歯科疾患の成り立ち及び予防方法について普及啓発を行うとともに、歯・口腔の健康を増進する一次予防に
重点を置いた対策を総合的に推進します。

（2）歯科疾患の予防

歯科疾患予防事業
中学生・高校生への歯周病予防対策のための研修会開催
学校や市町教育委員会等の関係者を対象とし、若年からの
歯周病の予防対策についての研修会を行い、当事者である
中学生及び高校生に対して早期からの歯周病予防対策啓発を図る。
１ 日 時 令和７年１１月７日（金） ９：３０～１１：３０
２ 場 所 佐賀県教育会館 大会議室（佐賀市高木瀬町東高木）
３ 内 容 （1）「中高生から始める歯周病対策等について」

講 師：佐賀県歯科医師会会員 地域保健部理事 古賀 真 氏
（2）「中高生のお口の健康について」

講 師：佐賀県歯科衛生士会会員 中部支部会員 新原 直美 氏
（3）佐賀県からの情報提供

４ 対 象 中学校及び高等学校の教諭や職員、行政、歯科医療関係者等（33名参加）

【基本的な方針に基づく事業内容】
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学校現場の声から、児童・生徒向けの歯科保健指導資料（PowerPoint）を作成及び提供

●

※ 県保健体育課の
協力を得て、

小学校、中学校、
高校等に配布
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食べる喜び、話す楽しみ等のＱＯＬ（生活の質）の獲得・維持・
向上等のために、各ライフステージ別において特性を踏まえた適
切な取組を行います。
乳幼児期から青年期・壮年期にかけては、良好な口腔・顎・顔

面の成長発育及び適切な口腔機能の獲得を図ります。
中年期から高齢期においては、口腔機能の維持を図るとともに、

口腔機能が低下した際には回復及び向上を図っていきます。

（3）生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・維持・向上

口腔保健推進事業
さが県政出前講座や各種イベント時に
おける口腔機能向上等に関する情報提供
・さが県政出前講座実施…13か所（322名）

【基本的な方針に基づく事業内容】
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（参考）県政出前講座やイベント参加等で行っている口腔機能向上に関する検査

内 容検査名

口唇閉鎖力測定器・りっぷるくん を使用し、唇を閉じる力を測定口唇閉鎖力測定

舌圧測定器を使用し、舌の圧力（飲み込みの力）を測定舌圧測定
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内 容トレーニング名

ガムを噛み、形を整え、風船ガムを膨らませることによって、舌や唇、そ
の周りの筋肉など口腔機能に関わる様々な筋力が鍛えられる

トレーニング
フーセンガム

息を長く吐くことで、しっかりとした腹式呼吸ができるようになり、唇や
口の周りの筋肉を鍛えられる

吹き戻し（ピロピロ）

【口腔機能発達不全症について】佐賀県歯科衛生士会に資料提供

（参考）県政出前講座やイベント参加等で行っている口腔機能向上に関するトレーニング
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定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な障害(児)者、要介護高齢者等について、在宅で生活する者
も含めた歯科口腔保健の推進を図るため、定期的な歯科健診又は歯科医療に関する実態の把握、実態に即した効
果的な対策の実施に取り組みます。

（4）定期的な歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に
対する歯科口腔保健

障害（児）者等歯科保健事業
未就学の障害児、保護者等の支援者を対象とした
口腔の健康に関する相談会の開催（各保健福祉事務所開催）

①佐賀中部保健福祉事務所（従事者：歯科医師1名、歯科衛生士1名）
場所：佐賀県療育支援センターくすのみ園
参加者：保護者７名 支援者6名

②鳥栖保健福祉事務所（従事者：歯科衛生士1名）
場所：放課後デイサービス アフタースクール ウィズ鳥栖教室
参加者：障害児21名、保護者6名 支援者12名

③唐津保健福祉事務所（従事者：歯科医師1名、歯科衛生士2名）
場所：唐津保健福祉事務所
参加者：障害児３名、保護者4名 支援者3名

④伊万里保健福祉事務所（従事者：歯科医師1名、歯科衛生士1名）
場所：児童デイサービス メリー
参加者：保護者3名

⑤杵藤保健福祉事務所（従事者：歯科医師1名、歯科衛生士2名）
場所：鹿島市民交流プラザ かたらい４階 多目的室

参加者：障害児8名、保護者10名

【基本的な方針に基づく事業内容】
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【相談事業の様子（各保健福祉事務所にて）】
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佐賀県歯科医師会が設置（佐賀・唐津）してい
る連携室の業務に要する経費を補助。

【事業内容】
在宅歯科医療の推進及び他分野との連携を推進

するため、在宅歯科医療希望者への歯科診療所の
紹介、在宅歯科医療に関する相談、医科・介護等
との情報交換等。

・地域ケア会議への参加
・退院時カンファレンスへの参画
・オーラルフレイル予防等啓発チラシ配布
・在宅医療多職種連携推進研修会
・歯科講話
・佐賀県歯科衛生士会との連絡協議会 等

在宅歯科診療設備整備事業 在宅歯科医療推進連携室運営事業

在宅歯科診療を実施する歯科医療機関
に対し、設備整備のための補助。
令和7年度申請 3歯科医療機関
（品目 歯科用ポータブルレントゲン）

地域包括ケアシステムの構築・深化が求められる中、適切な歯科保健医療を受けることができるよう、入所施設だ
けではなく在宅における取組を進めるため、在宅歯科医療連携室等と連携して受け皿となる環境整備を行います。

（4）定期的な歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に
対する歯科口腔保健
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歯科疾患等の早期発見を行うために定期的な歯科健診の受診勧奨や地域住民に対する歯科健診に係る事業等
に取り組み、市町、事業所、学校等の様々な場所において「かかりつけ歯科医」の普及啓発を行い、定期的な歯科
健診、口腔ケア及び適切な保健指導を行うことにより、治療が必要であるが歯科診療を受診していない者への受診
勧奨や医科歯科連携が必要な地域住民への介入を実施するように努めます。

（5）歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備

さが健康維新県民運動 「くちパト」の普及啓発

「歯と口の健康」分野において「くちパト」～さがお
口のパトロール～事業に取り組んでおり、歯科健診の
受診勧奨による歯周病の予防やかかりつけ歯科医を持
ち、早期治療を行うことの重要性を啓発。

【啓発場所】
さが県政出前講座、各種イベント、SNSへの投稿、教育施
設等での講話など、機会を捉えて実施

【今後の予定】
「かかりつけ歯科医」及び定期健診の重要性の
普及啓発のためのポスター作成及び配布（4種類）
※ターゲットは中学生以上を予定

【基本的な方針に基づく事業内容】

目的 〇行政や他団体等と連携を図る
災害時行政の動きを知る・歯科保健医療のためのアセスメントの統一・役割の認識

〇災害時における歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士の役割分担について共通理解を図る

８０２０運動推進特別事業（佐賀県歯科医師会委託事業）
災害時歯科口腔保健のための多職種連携強化事業（三か年事業）
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事業内容年度

●研修会 各HWO管轄単位で各1回計5回開催
・対象者：医師会、看護協会、歯科医師会、歯科衛生士会、歯科技工士会、市町、保健福祉事務所
・内 容：災害時の動きについて

ア：災害時行政の動きについて（保健医療調整本部の設置・県と県歯科医師会との協定等）
講師：各HWO保健監

イ：災害歯科医療の実際について
講師：被災地での活動を経験された歯科医師

●マニュアル改訂委員会
研修会をうけ、佐賀県歯科医師会作成のマニュアルを見直す

令和５年度

●研修会 計2回開催（東部地区、西部地区に分かれて開催）
・内 容：ケースメソッドを用いての研修及びグループワーク

講師：被災地での活動を経験された歯科医師
●アクションカード作成（及びマニュアル改訂）委員会

令和６年度

●アクションカード及び改訂マニュアルの活用研修会
・県全体及び二次保健医療圏単位で計6回開催
・講 師：アクションカードの作成に携わった歯科医師等
・対象者：歯科医師会・歯科衛生士会・歯科技工士会、行政関係者等

令和７年度

【その他歯科口腔保健の推進に関する事項】

県においては、大規模災害時に必要な歯科保健サービスを提供できる体制構築に平時から努める必要があり、災
害時に対応できる歯科専門職や災害発生時の歯科保健活動ニーズを把握する人材の育成に努めるとともに、地
域の職能団体等の関係団体と連携するように努めます。
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